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(57)【要約】
【課題】モールドと被加工物間に光硬化樹脂を介在させ
た状態でも、モールドと被加工物とを精度高く位置あわ
せができるモールドを提供する。
【解決手段】モールドであって、
第１の材料を含み構成される基板と、
該基板上に設けられており、且つ該第１の材料とは異な
る第２の材料を含み構成されているアライメントマーク
と、
を備え、
前記第１及び第２の材料は、可視光の少なくとも一部の
波長域および紫外光の少なくとも一部の波長域の光に対
して透過性を有し、且つ波長６３３ｎｍの可視光に対す
る前記第２の材料の屈折率は、１．７以上である構成と
する。
【選択図】　　　　　　図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
モールドであって、
第１の材料を含み構成される基板と、
該基板上に設けられており、且つ該第１の材料とは異なる第２の材料を含み構成されてい
るアライメントマークと、
を備え、
前記第１及び第２の材料は、可視光の少なくとも一部の波長域および紫外光の少なくとも
一部の波長域の光に対して透過性を有し、且つ波長６３３ｎｍの可視光に対する前記第２
の材料の屈折率は、１．７以上であることを特徴とするモールド。
【請求項２】
前記基板上に、前記アライメントマークを構成する前記第２の材料からなる部材が配置さ
れており、該部材は、前記モールドの厚さ方向に垂直な方向に、該部材の厚さを変えて配
置されていることを特徴とする請求項１に記載のモールド。
【請求項３】
前記部材は、前記モールドの厚さ方向に垂直な方向に、第１の厚さと第２の厚さとを備え
ており、該第２の厚さは、ある厚さを有するか、厚さゼロであることを特徴とする請求項
２に記載のモールド。
【請求項４】
前記基板上に、前記アライメントマークを構成する前記第２の材料からなる部材が配置さ
れており、前記モールドの凹部と凸部とにおける該部材の厚さが異なることを特徴とする
請求項１に記載のモールド。
【請求項５】
前記アライメントマークとして、前記第２の材料を含み構成される凸部を有する部材が、
前記基板上に設けられていることを特徴とする請求項１に記載のモールド。
【請求項６】
前記アライメントマークとして、前記第２の材料を含み構成される部材が、前記基板上に
設けられていることを特徴とする請求項１に記載のモールド。
【請求項７】
前記アライメントマークとして、前記第２の材料を含み構成される部材が、凸部を有する
前記基板の該凸部に設けられていることを特徴とする請求項１に記載のモールド。
【請求項８】
前記第２の材料を含み構成される部材が、前記アライメントマークとして、凹部を有する
前記基板の該凹部に設けられていることを特徴とする請求項１に記載のモールド。
【請求項９】
前記第１の材料は、シリコン酸化物、フッ化カルシウム、ガラスから選択されることを特
徴とする請求項１に記載のモールド。
【請求項１０】
前記第２の材料は、窒化シリコン、チタン酸化物、酸化アルミニウム、インジウム錫酸化
物、酸化亜鉛から選択されることを特徴とする請求項１に記載のモールド。
【請求項１１】
前記アライメントマークを有する領域と、インプリントパターン領域との層構成が同じで
あることを特徴とする請求項１に記載のモールド。
【請求項１２】
前記アライメントマークを有する領域と、インプリントパターン領域とに形成されている
凹部の深さが互いに異なることを特徴とする請求項１に記載のモールド。
【請求項１３】
前記アライメントマークを構成する前記第２の材料が、第３の材料で被覆されていること
を特徴とする請求項１に記載のモールド。
【請求項１４】
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インプリント方法であって、
請求項１記載の前記モールドと被加工物との間に光硬化性樹脂を介在させ、
前記モールドに設けられている前記アライメントマークと、該被加工物に設けられている
アライメントマークとを検出しながら、該アライメントマークと該被加工物との位置制御
を行うことを特徴とするインプリント方法。
【請求項１５】
チップの製造方法であって、
請求項１記載のモールドと、被加工物を用意し、
該被加工物上の光硬化性樹脂に、該モールドを用いてパターンを形成し、
該パターンをマスクとして、該被加工物のエッチングを行うことを特徴とするチップの製
造方法。
【請求項１６】
モールドであって、
第１の材料を含み構成される基板と、
該第１の材料とは異なる第２の材料からなる第１の層を含み構成される複数の凸部と、該
基板上の該凸部間に設けられている該第２の材料からなる第２の層と、を備え、
前記第１及び第２の材料は、可視光の少なくとも一部の波長域および紫外光の少なくとも
一部の波長域の光に対して透過性を有し、波長６３３ｎｍの可視光に対する前記第２の材
料の屈折率は、１．７以上であり、且つ該第１の層と該第２の層の層厚は互いに異なるこ
とを特徴とするモールド。
【請求項１７】
モールドであって、
第１の材料を含み構成される基板と、
該第１の材料とは異なる第２の材料からなる第１の層を含み構成される複数の凸部と、を
備え、
前記第１及び第２の材料は、可視光の少なくとも一部の波長域および紫外光の少なくとも
一部の波長域の光に対して透過性を有し、且つ波長６３３ｎｍの可視光に対する前記第２
の材料の屈折率は、１．７以上であり、且つ該凸部間の該基板上には、該第２の材料が設
けられていないことを特徴とするモールド。
【請求項１８】
モールドであって、
アライメントマーク領域とインプリントパターン領域とを備え、
該アライメントマーク領域は、波長６３３ｎｍの可視光に対する屈折率が１．７以上であ
る材料を含み構成されていることを特徴とするモールド。
【請求項１９】
前記材料は、窒化シリコン、チタン酸化物、酸化アルミニウム、インジウム錫酸化物、酸
化亜鉛から選ばれる請求項１８に記載のモールド。
【請求項２０】
前記アライメントマーク領域及び前記インプリントパターン領域が、共に凹部を含み構成
されており、
前記アライメントマーク領域における凹部の深さの方が、前記インプリントパターン領域
における凹部の深さよりも深いことを特徴とする請求項１８に記載のモールド。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、モールド、該モールドを用いたインプリント方法、及び該モールドを用いた
チップの製造方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、モールド上の微細な構造を、樹脂や金属等の被加工物に加圧転写する微細加工技
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術が開発され、注目を集めている。
この技術は、ナノインプリントあるいはナノエンボッシングなどと呼ばれ、数ｎｍオーダ
ーの分解能を持つため、ステッパ、スキャナ等の光露光装置に代わる次世代の半導体製造
技術としての期待が高まっている。
さらに、この技術は、ウエハに立体構造を一括加工できるため、半導体以外にも、つぎの
ような分野における製造技術への応用が期待されている。
例えば、フォトニッククリスタル等の光学素子や、あるいはμ－ＴＡＳ（Ｍｉｃｒｏ　Ｔ
ｏｔａｌ　Ａｎａｌｙｓｉｓ　Ｓｙｓｔｅｍ）などのバイオチップの製造技術、等として
幅広い分野への応用が期待されている。
【０００３】
　このようなインプリント方法、例えば非特許文献１に紹介されているように、半導体製
造技術に適用する場合には以下のように行われる。すなわち、基板（例えば半導体ウエハ
）上に、光硬化型の樹脂層設けられて構成されるワークを用意する。そして、そのワーク
に対して、加工面上に所望の凹凸パターンが形成されたモールドを押し当て、さらに加圧
し、紫外光を照射することで樹脂を硬化させる。こうして、樹脂層に上記パターンが転写
されるので、この樹脂層をマスク層としてエッチング等を行い、半導体ウエハへのパター
ン形成が行われる。
【０００４】
　このようなインプリント技術においては、モールドの凹凸パターンの転写に際し、モー
ルドとワークとの位置合わせが重要な課題となる。
特許文献１では、以下のようにして両者の位置合わせを行っている。
具体的には、光透過可能なモールド基板に、位置参照用のマークを設けると共に、ワーク
側にも上記モールド基板に設けられた位置参照用のマークに対応したマークを形成する。
そして、これらの、位置参照用のマークを用いて、モールドとワークとの位置合わせを行
うのである。
モールド基板の上側から光を透過させ、上記モールド基板に設けられた位置参照用のマー
クと、ワークに形成されたマークとを同時に観察することで、モールドとワークとの位置
合わせをすることができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０００－３２３４６１号公報
【非特許文献】
【０００６】
【非特許文献１】Ｓｔｅｐｈａｎ　Ｙ．Ｃｈｏｕ　ｅｔ．ａｌ．，　Ａｐｐｌ．Ｐｈｙｓ
．Ｌｅｔｔ，Ｖｏｌ．６７，Ｉｓｓｕｅ　２１，ｐｐ．３１１４－３１１６（１９９５）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　このように、インプリント技術においては、パターンの転写に際し、モールドとワーク
との位置合わせが重要である。そのため、特許文献１では、モールド基板とワーク側に設
けられた位置参照用のマークによって位置合わせが行われている。
しかしながら、本発明者が鋭意検討を行ったところ、上記した手法による位置合わせでは
、以下のような課題が生じるという見解に至った。
つまり、光透過性の位置合わせ構造を用いたモールドと、光硬化性樹脂とが接触すると、
両者の屈折率差が小さいために、位置合わせ構造が不鮮明になるのである。
【０００８】
　インプリント技術に用いられる光硬化性樹脂の屈折率は、一般的には１．５程度である
。
そして、モールド本体としては、一般に石英が用いられ、この屈折率は１．４５程度であ
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る。このように両者の屈折率差が小さいために、モールド表面に、該モールドを加工して
、位置合わせ構造用の凹凸が設けられていても、樹脂との接触により見え難くなってしま
う。
勿論、要求される位置合わせ精度によっては、位置合わせ構造用の凹凸が多少見え難くて
も、実際には位置合わせを行うことはできる。
しかしながら、将来的には、極めて高い精度での位置合わせが要求されるであろう。本発
明者らは、そのような高精度の位置合わせに、好適なモールドを提供することを目的とし
て、鋭意検討を行い、本発明をなすに至った。
また、本発明は、該モールドを用いたインプリント方法や、チップの製造方法を提供する
ことをも目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　第１の本発明に係るモールドは、
第１の材料を含み構成される基板と、
該基板上に設けられており、且つ該第１の材料とは異なる第２の材料を含み構成されてい
るアライメントマークと、
を備え、
前記第１及び第２の材料は、可視光の少なくとも一部の波長域および紫外光の少なくとも
一部の波長域の光に対して透過性を有し、且つ波長６３３ｎｍの可視光に対する前記第２
の材料の屈折率は、１．７以上であることを特徴とする。
第２の本発明に係るインプリント方法は、
前記第１の本発明に記載の前記モールドと、被加工物との間に光硬化性樹脂を介在させ、
前記モールドに設けられている前記アライメントマークと、該被加工物に設けられている
アライメントマークとを検出しながら、該アライメントマークと該被加工物との位置制御
を行うことを特徴とする。
第３の本発明に係るチップの製造方法は、
前記第１の本発明に記載のモールドと、被加工物を用意し、
該被加工物上の光硬化性樹脂に、該モールドを用いてパターンを形成し、
該パターンをマスクとして、該被加工物のエッチングを行うことを特徴とする。
第４の本発明に係るモールドは、
第１の材料を含み構成される基板と、
該第１の材料とは異なる第２の材料からなる第１の層を含み構成される複数の凸部と、該
基板上の該凸部間に設けられている該第２の材料からなる第２の層と、を備え、
前記第１及び第２の材料は、可視光の少なくとも一部の波長域および紫外光の少なくとも
一部の波長域の光に対して透過性を有し、波長６３３ｎｍの可視光に対する前記第２の材
料の屈折率は、１．７以上であり、且つ該第１の層と該第２の層の層厚は互いに異なるこ
とを特徴とする。
第５の本発明に係るモールドは、
第１の材料を含み構成される基板と、
該第１の材料とは異なる第２の材料からなる第１の層を含み構成される複数の凸部と、を
備え、
前記第１及び第２の材料は、可視光の少なくとも一部の波長域および紫外光の少なくとも
一部の波長域の光に対して透過性を有し、且つ波長６３３ｎｍの可視光に対する前記第２
の材料の屈折率は、１．７以上であり、且つ該凸部間の該基板上には、該第２の材料が設
けられていないことを特徴とする。
第６の本発明に係るモールドは、
アライメントマーク領域とインプリントパターン領域とを備え、
該アライメントマーク領域は、波長６３３ｎｍの可視光に対する屈折率が１．７以上であ
る材料を含み構成されていることを特徴とする。
【００１０】
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　更にまた、本発明には、上記課題を解決するため、つぎように構成したモールド、モー
ルドの製造方法、加圧加工方法及び加圧加工装置をも包含される。
本発明に係るモールドは、例えば、凹部と凸部を備え、且つ光硬化樹脂層のパターン形成
に用いられるモールドを、つぎのように構成することを特徴としている。
具体的には、第１の材料を含み構成されるモールド基板と、第２の材料を含み、且つ少な
くとも前記凸部の一部を構成する表面層とを備えている。
その際、前記第１及び第２の材料は、紫外光の少なくとも一部の波長域の光を透過可能で
あり、且つ前記第２の材料は、屈折率が１．７以上であることを特徴としている。
また、本発明に係るモールドは、前記モールドの凹部と凸部とにおいて、前記表面層の光
路長が異なることを特徴としている。
また、本発明に係るモールドは、位置合わせ構造を有し、該位置合わせ構造の少なくとも
一部は前記第２の材料で構成されていることを特徴としている。
また、本発明に係るモールドは、前記第１の材料と前記第２の材料が、同じ材質であるこ
とを特徴としている。
また、本発明に係るモールドは、半導体、フォトニッククリスタルを含む光学素子、バイ
オチップのいずれかの製造技術に用いられることを特徴としている。また、本発明に係る
モールドの製造方法は、上記したモールドを製造するために、つぎの（１）から（２）の
工程を有することを特徴としている。
（１）前記第１の材料により形成されたモールド基板上に、前記屈折率が１．７よりも大
きい第２の材料による表面層を成膜する工程。
（２）前記表面層をエッチングして凹凸部による所望の段差形状を形成する工程。
また、本発明に係るモールドの加圧加工方法は、上記モールドを加圧加工に用いることを
特徴としている。
このモールドは、モールドまたは被加工部材のいずれか一方を加圧し、光源からの前記モ
ールドを透過して、光源から照射される光により、前記被加工部材の光硬化樹脂を硬化さ
せる。そして、前記モールドの加工面に形成されたパターンを前記被加工部材に転写する
際に用いられる。
また、本発明に係るモールドの加圧加工方法は、前記光硬化樹脂を硬化させない波長域の
光を用いて位置合わせすることを特徴としている。
また、本発明に係るモールドの加圧加工装置は、上記したモールドを備え、モールドまた
は被加工部材のいずれか一方を加圧し、前記モールドを透過する光源からの光の照射によ
り、被加工部材の光硬化樹脂を硬化させる。そして、前記モールドの加工面に形成された
パターンを被加工部材に転写する手段等により構成されている。
また、本発明においては、前記凹部と凸部が、アライメントのためのパターンであること
を特徴としている。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、モールドとワークとの精度の高い位置合わせができる新規なモールド
を提供できる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明に係るモールドを説明するための断面図である。
【図２】本発明に係るモールドを説明するための断面図である。
【図３】本発明の実施の形態におけるモールドとワークとの位置合わせを説明するための
図である。
【図４】本発明に係るモールドの製造方法を説明するための図である。
【図５】本発明に係るモールドの製造方法を説明するための図である。
【図６】本発明に係るモールドの製造方法を説明するための図である。
【図７】本発明に係るモールドの製造方法を説明するための図である。
【図８】本発明に係るモールドの製造方法を説明するための図である。
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【図９】本発明に係るモールドの製造方法を説明するための図である。
【図１０】本発明に係るインプリント法を説明するための図である。
【図１１】本発明に係るモールドを説明するための断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
（第１の実施形態）
　本発明の第１の実施形態におけるモールドについて説明する。
図１は、本実施の形態におけるモールド（テンプレートと呼ばれる場合もある。）に設け
られているアライメントマークを説明するための模式的断面図である。１０００はモール
ドを、１０１０は基板（モールド基板という場合もある。）を、１０５０はインプリント
して転写するためのパターン領域を示している。なお、パターン領域１０５０には実際に
は、インプリント用のパターン（例えば、凹部や凸部による構造）が形成されているが、
図面上では省略している。１０２０は、アライメントマークが設けられている、アライメ
ントマーク領域を示している。
なお、同図では、インプリント用のパターン領域１０５０を中央に、その両端にアライメ
ントマーク領域１０２０を設けているが、あくまで例示にすぎず、両者の位置関係は特に
限定されるものではない。例えば、パターン領域１０５０の内部にアライメントマーク領
域が設けられていてもよい。勿論、アライメントマーク領域１０２０も必ず、モールド１
０００に２箇所ある必要は無く、１箇所でもよいし、３箇所以上あってもよい。
なお、本実施形態におけるアライメントマークは、モールドに形成されているパターン領
域の面内方向、いわゆるＸＹ面内方向の位置合わせや、モールドと被加工物との間のギャ
ップ調整に利用されるものである。
【００１４】
　以下に、図２を用いて、本実施形態に係るモールド（テンプレート）について説明する
。
図２は、モールドを構成している、図１におけるアライメントマーク領域１０２０を説明
し易いように部分的に拡大して示した模式図である。
図２（（ａ）から（ｇ））において、２０１０は、第１の材料を含み構成される基板（モ
ールド基板と呼ばれる場合もある。）である。
２１０２は、該基板２０１０上に設けられており、且つ該第１の材料とは異なる第２の材
料を含み構成されているアライメントマークである。なお、以下では、このアライメント
マーク２１０２を単に部材と称したり、表面層と称する場合がある。
そして、該第１及び第２の材料は、紫外光の少なくとも一部の波長域の光に対して透過性
を有し、且つ該第２の材料の屈折率は、１．７以上である。
このように、モールドのアライメントマーク領域を構成する第２の材料として、屈折率が
１．７以上の材料を利用することにより、モールドと光硬化樹脂とが接触した場合でも、
モールドの当該アライメントマークを良好に検出（あるいは観察）できる。従って、モー
ルドと被加工物との高精度の位置合わせが可能となる。
すなわち、本実施形態に係る発明は、モールドの加工面に所定値以上の屈折率を有する表
面層（第２の材料で構成される。）を形成することで、従来におけるモールドと光硬化樹
脂の屈折率差が小さいことに起因する位置合わせ上の問題点を解決したものである。
具体的には、表面層の材料の屈折率が、１．７よりも大きい屈折率を有する構成とするこ
とで、光硬化樹脂との屈折率の違いにより、モールドとワークに設けられた位置合わせ構
造を検出し、高精度の位置合わせができることを見出したものである。
なお、表面層の屈折率は、１．７以上、好ましくは１．８以上、更に好ましくは１．９以
上である。上限は例えば、３．５以下である。勿論、使用可能であれば上限値はこれに限
定されるものではない。
また、表面層の一部が上記屈折率を備えていれば、更に表面層が他の層により被覆されて
いてもよい。
【００１５】
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　このように本実施形態に係る発明においては、モールドを構成する基板２０１０上に、
前記アライメントマークである前記第２の材料からなる部材２１０２が配置される。
そして、該部材は、前記モールドの厚さ方向（図２の２６００）に垂直な方向（図２の２
６１０）に、該部材の厚さを変えて配置することができる。このように第２の材料を配置
するとで、基板２０１０側からモールドの厚さ方向２６００に平行な方向に光を入射させ
る場合の光路長（媒質の屈折率×長さ）を、モールドの面内方向（図２の２６１０）に関
して、変化させることができる。これは、アライメントマーク領域に設けられている凹凸
の一方を光学的に観察できることを意味する。例えば、複数のラインとして、あるいは複
数のドットとして、あるいは、複数のリングとして観察されることになる。
前記部材は、前記モールドの厚さ方向に垂直な方向に、第１の厚さと第２の厚さとを備え
ており、該第２の厚さは、ある厚さを有するか（図２（ａ）（ｅ）（ｇ）の場合）、厚さ
ゼロとする（図２（ｂ）（ｃ）（ｄ）（ｆ））ことができる。換言すれば、モールド基板
２０１０上に、前記アライメントマークを構成する前記第２の材料からなる部材２１０２
が配置されており、前記モールドの凹部と凸部とにおける該部材２１０２の厚さが異なる
ために、光学的にアライメントマークを観察できるのである。
ここで、凹部と凸部における部材２１０２の厚さが異なるということには、例えば、図２
（ｈ）のように、前記部材２１０２からなる層を２層あるいは複数の層により構成して厚
さ（光学長ということもできる。）を異ならせることをも包含される。
勿論、単にアライメントマークの存在位置を明瞭に観察できるだけでも、アライメントを
行うことができるので、必ずしも、前記部材は厚さを変えて、基板上に配置されている必
要は無い。
なお、図２は模式的な断面図であるが、その上面図（不図示）は、第２の材料からなる部
材２１０２が、ライン状あるいはドット状に複数配置されていたり、またはリング状に複
数配置されていたりする。
【００１６】
　図２（ａ）は、前記アライメントマークとして、前記第２の材料を含み構成される凸部
を有する部材２１０２が、平坦な前記基板上２０１０に設けられている場合を示している
。換言すれば、モールド２１０３は、表面層２１０２によって段差が設けられた構造を有
しているといえる。
図２（ｂ）は、
前記アライメントマークとして、前記第２の材料を含み構成される部材２１０２が、平坦
な前記基板上に設けられている場合を示している。換言すれば、モールド２１０４は、表
面層２１０２とモールド基板２０１０の境界まで段差が設けられた構造を有しているとい
える。表面層２１０２の膜厚がそのまま段差となっている。
【００１７】
　図２（ｃ）は、前記アライメントマークとして、前記第２の材料を含み構成される部材
２１０２が、凸部２０１１を有する前記基板２０１０（凹部や溝を有する基板と捉えるこ
ともできる。）の該凸部２０１１に設けられている場合を示している。換言すれば、図２
（ｃ）に示されるモールド２１０５は、表面層２１０２の膜厚に加えて、さらにモールド
基板２０１０の途中まで段差が設けられた構造を有しているといえる。
【００１８】
　図２（ｄ）は、図２（ｃ）に更に、被覆材２１０６を部材２１０２と基板２０１０上に
設けた例を示している。
すなわち、図２（ｄ）に示されるモールド２１０７は、図２（ｃ）に示されるモールド２
１０５の表面全体に、第３の材料によって構成される保護層２１０６が更に設けられた構
造を有している。勿論、モールド２１０３、２１０４の表面全体に、保護層２１０６を設
けることもできる。
前記第３の材料は、表面層２１０２と同じ材料でもよいが、モールド基板２０１０、表面
層２１０２と共通の、紫外光領域に対する透過率を有する任意の材料から選ぶことができ
る。また、インプリント後の離型をスムーズに行うために塗布することのある離型剤であ
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ってもよい。
【００１９】
　図２（ｅ）は、第２の材料からなる部材２１０２のみでモールドを構成する場合を例示
している。
図２（ｆ）は、前記アライメントマークとして、前記第２の材料を含み構成される部材２
１０２が、凹部を有する前記基板２０１０の該凹部上に設けられている場合を示している
。なお、部材２１０２の厚さは、特に制限されるものではないが、基板２０１０の表面か
ら突出しないような厚さが好ましい。
図２（ｇ）及び（ｈ）は、前記アライメントマークとして、前記第２の材料を含み構成さ
れる部材２１０２が、凹部あるいは凸部を有する基板２０１０の、当該凹部２９９９と凸
部２０１１上の両方に設けられている場合を示している。
凹部に設けられている物質２０２１は、部材２１０２と同じ物質で構成することもできる
し、異なる材料で構成することもできる。但し、物質２０２１の屈折率は、部材２１０２
の屈折率に近いことが好ましい。
なお、凸部２０１１上の部材２１０２の厚さｄ１と、凹部２９９９上の部材２０２１の厚
さｄ２との関係は、ｄ１とｄ２とが異なることが好ましい。
【００２０】
　また、モールドの最表面のマークがより鮮明に把握できるという点では、ｄ１＞ｄ２で
あることが好ましい。但し、本実施形態に係る発明は、この条件に限定されるものではな
い。
なお、基板２０１０、及び部材２１０２の厚さとしては、特に制限されるものではないが
、不要な干渉条件を避ける厚さとすることが望ましい。例えば、
λ／４ｎ＜部材２１０２の厚さ＜観測光のコヒーレンス長
である場合、不要な干渉が生じ、コントラストを得る妨げになることがある（λは観察光
の波長、ｎは２１０２の屈折率）。
観察光の波長を６３３ｎｍ、部材２１０２の屈折率ｎを１．７とすると、λ／４ｎ～１０
０ｎｍとなる。従って、２１０２の厚さは１００ｎｍ以下、あるいは観測光のコヒーレン
ス長以上であることが望ましい。基板２０１０の厚さも同様に考えることが出来るが、モ
ールドの強度という点も加味すると、数１０μｍ以上であることが望ましい。
また、図２において、２１０３、２１０４、２１０５、２１０７、２１０８はモールドを
示している。
【００２１】
　つぎに、本実施の形態にモールドに用いる第１の材料、第２の材料について説明する。
モールド基板２０１０の第１の材料と、表面層２１０２の第２の材料は、紫外光の少なく
とも一部の波長域の光に対し、ワークに設けられた光硬化樹脂層を硬化させることが可能
な透過率を有している。
これにより、モールドを透過する光源からの光によって、ワークに設けられた光硬化樹脂
を固化させ、モールドの加工面に形成された凹凸パターンをワークに転写させることが可
能となる。
第１及び第２の材料を含み構成されるモールド全体の紫外光（波長は例えば、３６５ｎｍ
）の透過率が、５０％以上、好ましくは７０％以上、更に好ましくは、８５％以上である
。
ここで、基板２０１０、部材（表面層）２１０２、保護層２１０６は、少なくとも光硬化
樹脂を硬化させるための紫外光の、少なくとも一部の波長域の光に対して透過性を有する
。
一方、モールドと被加工物との位置合わせに際しては、光硬化樹脂を硬化させない波長域
の光を用いて位置合わせすることとなる。
【００２２】
　したがって、基板２０１０、部材（表面層）２１０２、保護層２１０６のそれぞれの材
料は、光硬化樹脂を硬化させない一部の波長域に関しても、透過性を有する材料であるこ



(10) JP 2010-34584 A 2010.2.12

10

20

30

40

50

とが好ましい。勿論、実際に樹脂を硬化させるために用いる波長の光をその光量を下げて
、位置合わせ用の光源として適用することもできる。また、上述のように光硬化樹脂と第
２の材料との屈折率の違いにより、モールドに設けられた位置合わせ構造を検出して、モ
ールドと被加工物との高精度な位置合わせをするため、表面層２１０２は光硬化樹脂と屈
折率が異なる材料を選ぶ必要がある。
【００２３】
　以上のことから、基板２０１０、表面層２１０２、保護層２１０６のそれぞれの材料を
選ぶにあたっては、紫外光に対してどの程度の透過率であれば良いのか、また、２１０２
の屈折率はどの程度にするかについて説明する。
まず、透過率について説明すると、ここでの透過率は、光源と樹脂との間にモールドを介
在させた状態で、光源からの紫外光照射により光硬化樹脂を硬化させることが可能な透過
率が必要となる。
使用する紫外光に対して、モールドの透過率が０でさえなければ、基本的には露光量を上
げれば樹脂は硬化するが、現実的なスループットを考えると、ある程度の高い透過率が必
要となる。
【００２４】
　光硬化プロセスに用いる光源としては、例えば３６５ｎｍの波長を用いるが、この波長
に対して、例えば、石英（ＳｉＯ2）の透過率は９０％程度である。
ＳｉＯ2と比較して、スループットを著しく低下させないためには、第２の材料からなる
部材（表面層）が、少なくとも３０％以上の透過率を有していることが望ましい。
さらに、基板２０１０、表面層２１０２、保護層２１０６の透過率に大きな差があると、
樹脂の硬化にムラが生じてしまう可能性があるため、これらの材料の透過率は、好ましく
は、近い値である方が良い。よって、さらに望ましくは、第２の材料からなる部材（表面
層）が、６０％以上、更に好ましくは８０％以上の透過率を有していることがよい。
【００２５】
　つぎに、屈折率について説明する。
通常、屈折率が大きく異なる物質間では、界面の屈折や反射、散乱によって、構造物を認
識することができる。したがって、部材（表面層）２１０２の屈折率が高いほどコントラ
ストは取りやすくなる。
屈折率の上限としては特に制限はないが、紫外光を透過する代表的な誘電体の屈折率とし
て、フッ化カルシウムが１．４３、石英が１．４５、アルミナが１．７８、窒化シリコン
が２．０、チタン酸化物が２．４程度である。
なお、フッ化カルシウムは代表的には、ＣａＦ２で表される。また、石英（代表的には、
ＳｉＯ２で表される（（注）石英の英訳は、ｓｉｌｉｃａ、ｑｕａｒｔｚ、ｆｕｓｅｄ　
ｓｉｌｉｃａと記載）。
また、アルミナは代表的には、Ａｌ２Ｏ３で、窒化シリコンは代表的には、ＳｉＮで、チ
タン酸化物は代表的には、ＴｉＯ２で、ぞれぞれ表される。
【００２６】
　これらの物質の紫外光、例えば３６５ｎｍ付近の波長に対する透過率は、ＣａＦ2が９
７％程度、ＳｉＯ2が９０％程度、Ａｌ2Ｏ3が８０％程度、ＴｉＯ2が６０％程度、ＳｉＮ
が９０％程度である。
なお、アライメントマークが光学的に観測可能であれば、第２の材料としてＳｉＮＣやＳ
ｉＣを利用する場合もある。ＳｉＣの屈折率が３．１であることから、屈折率の上限は３
．５以下、好ましくは３．０以下ということになる。
なお、屈折率の値自体は、測定波長にも依存するが、上記データは、可視光（波長６３３
ｎｍ）における屈折率である。
すなわち、本実施形態に係る発明における第２の材料の屈折率としては、可視光（波長６
３３ｎｍ）に対する屈折率が１.７以上であるのがよい。屈折率の上限は特に限定される
ものではないが、例えば上記の通り３．５以下である。
【００２７】
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　一方、屈折率の差が小さい場合、微細な構造体において、さらなるコントラストを得る
ためには、光路長の差が重要となる。
光硬化樹脂の屈折率をｎ１、表面層である材料２１０２の屈折率をｎ２、モールドの表面
層２１０２の段差をtとする。
この場合、モールドに入射し、ワーク表面で反射してきた光の、モールドの凹部と凸部に
おける光路長差は以下の式にて求められる。
光路長差＝２｜ｎ２×ｔ－ｎ１×ｔ｜＝２ｔ｜ｎ２－ｎ１｜
入射する光の波長をλとすると、コントラストが最もよく取れるのは、前記光路長差が（
１／２＋ｍ）λ（ｍは整数）の時である。
したがって、
２ｔ｜ｎ２－ｎ１｜＝（１／２＋ｍ）λ（ｍは整数）
を満たす時、最大のコントラストを得られることになる。
しかし、ｎ１とｎ２の差が小さく、かつｔがλと同等、あるいはそれ以下の場合には、ｍ
＝０の場合しか存在せず、かつ左辺の方が小さい場合がほとんどである。よって、実際は
以下の式が目安となる。
２ｔ｜ｎ２－ｎ１｜≦（１／２）λ
検出光としては、光硬化樹脂が硬化しない波長域の光を用いるが、一般に可視光領域の波
長を用いる。
例えば、６３３ｎｍの単波長の光源を用いた場合を仮定すると、
　（１／２）λ＝３１６．５ｎｍとなる。
ここでモールドが、例えば屈折率１．４５のＳｉＯ2で全て構成されていた場合、光硬化
樹脂の屈折率を１．５とし、モールドの深さを１５０ｎｍと仮定すると、得られる光路長
差は
２×１５０ｎｍ×｜１．４５－１．５｜＝１５ｎｍ
となる。これは現実的にコントラストを得ることが難しいと我々が実験して把握できた一
例である。
したがって、少なくともこれを超える光路差が必要となる。
【００２８】
　一方、表面層にＴｉＯ2（ｔ＝６０ｎｍ）を用いたモールドに水（屈折率　１．４）を
浸した例では、コントラストの検出に成功している。
ＴｉＯ2の屈折率を２．４として、この時の光路長差は以下のようになる。
２×６０ｎｍ×（２．４－１．４）＝１２０ｎｍ
これにより、１５ｎｍ≦光路長差≦１２０ｎｍの範囲に、コントラストが観　測できる閾
値が存在すると考えられる。
ここで、例えば、その閾値となる光路長差を６０ｎｍと仮定する。
表面層の厚さを１５０ｎｍとすると、ｎ２＞１．７となる。したがって、この仮定では、
表面層の凹凸のみでコントラストを観測できるモールドを成立させるためには少なくとも
１．７以上の屈折率が必要ということになる。
すなわち、第２の材料の屈折率は、１．７以上であることが好ましいということになる。
これは、表面層と光硬化樹脂の屈折率差が０．２よりも大きいということを意味する。
なお、光路長は、段差と屈折率の積に比例するため、実際は、高屈折率の材料を用意すれ
ば段差は小さくて済み、逆に段差を大きく取れれば、屈折率は小さくて済む。
また、検出器の感度を上げることができれば、より小さな光路長差でもコントラストを検
出することができる。
したがって、屈折率１．７というのは一つの現実解に過ぎないが、それ以下での検出が困
難になるという目安となり得る。
【００２９】
　以上を踏まえ、モールド基板２０１０、第２の材料からなる部材（表面層）２１０２、
保護層２１０６のそれぞれの材料を選ぶと、以下のようになる。
例えば、第１の材料で構成されるモールド基板２０１０としては、ＳｉＯ2、ＣａＦ2、あ
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るいは通常のガラスや石英等が挙げられる。
第２の材料からなる部材２１０２の材料としては、例えばＳｉＮ、ＴｉＯ2、Ａｌ2Ｏ3、
インジウム錫酸化物（ＩＴＯ）、酸化亜鉛等が挙げられる。
また、保護層２１０６の材料は、例えばＳｉＯ2、ＳｉＮ、ＴｉＯ2、ＩＴＯ、Ａｌ2Ｏ3、
ＣａＦ2等の透明な誘電体、あるいは離型剤等が挙げられる。
なお、図２（ｄ）における、保護層２１０６の材料としては、以下のように選択すること
も好ましいものである。
すなわち、保護層２１０６として酸化シリコン層を被膜しておくことも好まし　いもので
ある。インプリント工程において、離型剤として疎水性シランカップリング剤を用いる場
合があるが、かかる場合、モールド表層の保護層として、酸化シリコンが存在すれば、離
型剤をモールドに付着しやすくすることができるからである。
【００３０】
　なお、基板２０１０、及び部材２１０２の厚さとしては、特に制限されるものではない
が、不要な干渉条件を避ける厚さとすることが望ましい。例えば、
λ／４ｎ＜部材２１０２の厚さ＜観測光のコヒーレンス長
である場合、不要な干渉が生じ、コントラストを得る妨げになることがある（λは観察光
の波長、ｎは２１０２の屈折率）。例えば、観察光の波長を６３３ｎｍ、２１０２の屈折
率ｎを１．７とすると、λ／４ｎ～１００ｎｍとなる。従って、２１０２の厚さは１００
ｎｍ以下、あるいは観測光のコヒーレンス長以上であることが望ましい。基板２０１０の
厚さも同様に考えることが出来るが、モールドの強度という点も加味すると、数１０μｍ
以上であることが望ましい。
【００３１】
　本実施の形態のアライメントマーク領域とパターン領域との層構成として、
図１におけるアライメントマーク領域１０２０と、パターン領域１０５０とを、同じ層構
成にした場合は、モールド作製する際の工程が簡略化されるので好ましい。
また、同じ層構成にしておくことで、モールドの剛性に関して、面内方向のムラが小さく
なるので好ましい。
勿論、アライメントマーク領域１０２０とパターン領域１０５０とを異なる層構成にする
こともできる。
例えば、アライメントマーク領域は、石英とその表面に設けられた窒化シリコンとで構成
し、パターン領域を石英で構成する場合である。
斯かる場合、モールド作製のためのプロセスは多少複雑になるが、成形膜厚を制御したい
場合に有効である。この構成は特に、比較的厚い膜厚を制御するのに適している。
【００３２】
　被加工物は、ワークと呼ばれる場合もある。
被加工物の例としては、Ｓｉ基板、ＧａＡｓ基板等の半導体基板、樹脂基板、石英基板、
ガラス基板などである。
また、これらの材料からなる基板に、薄膜を成長させたり、貼り合わせたりして形成され
る多層基板も使用できる。勿論、石英基板などの光透過性の基板を使用することもできる
。
基板に塗布される樹脂を硬化させるためには、例えば紫外線をモールド側から当該樹脂に
照射することにより行われる。光硬化性樹脂の例としては、ウレタン系やエポキシ系やア
クリル系などがある。
また、フェノール樹脂やエポキシ樹脂やシリコーンやポリイミドなどの熱硬化性を有する
樹脂や、ポリメタクリル酸メチル（ＰＭＭＡ）、ポリカーボネ－ト（ＰＣ）、ＰＥＴ、ア
クリルなどの熱可塑性を有する樹脂を用いることもできる。必要に応じて加熱処理を行う
ことでパターンを転写する。
勿論、被加工物が樹脂を含まずに構成される場合は、加圧力のみにより、被加工物を物理
的に変形させることになる。
【００３３】
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　以上、本実施形態において説明した技術事項は、以降の実施形態に係る発明、及び既述
の第１から第６の本発明においても、適用される。
なお、本実施形態に係る発明、以降の実施形態に係る発明、及び既述の第１から第６の本
発明（以下、これらを纏めて本発明群という。）には、以下の技術が、本発明群と矛盾す
る要素を除いて組み込まれる。
すなわち、米国特許第６，６９６，２２０号明細書、米国特許第６，７１９，９１５号明
細書、米国特許第６，３３４，９６０号明細書、等に記載の技術を組み込むことができる
。
あるいは、米国特許第５，７７２，９０５号明細書、及び米国特許出願第１０／２２１，
３３１号、等に記載の技術を組み込むことができる。。
例えば、米国特許出願第１０／２２１，３３１号には、被加工物の支持を部分的にではな
く、被加工物の裏面側の全面で行っているが、可動機構や被加工物あるいはモールド（ス
タンプ）保持部における保持機構などは本発明群に適用できる。
なお、本発明群におけるインプリント装置は、特にナノオーダからミクロンオーダの凹凸
パターン転写に適用できる。例えば数ナノから数百ナノの間隔のパターン形成に好適に使
用できる。
【００３４】
　　（第２の実施形態）
　つぎに、本発明の第２の実施形態におけるモールドについて、図２（ｇ）を用いて説明
する。
なお、第１の実施形態においては、同図をアライメントマーク領域におけるモールドの層
構成の断面図であるとして説明したが、本実施形態においては、同図は、パターン領域か
アライメント領域におけるかの区別は無い。
なぜなら、モールドの加工面に設けられている凹凸パターン（インプリントパターン）の
どの部分をアライメントマークとして利用するか否かは、適宜定めることができる場合が
あるからである。
すなわち、以下に示す特徴事項を有するモールドである限り、係る特徴事項をモールドの
どのような領域に備えているかによらず、本実施形態に係る発明の範囲に含まれるもので
ある。
【００３５】
　図２（ｇ）において、本実施形態に係るモールドは、第１の材料を含み構成される基板
２０１０と、
該第１の材料とは異なる第２の材料からなる第１の層２１０２を含み構成される複数の凸
部２０１１と、
該基板２０１０上の該凸部２０１１間に設けられている該第２の材料からなる第２の層２
０２１と、を備えている。
そして、該第１及び第２の材料は、紫外光の少なくとも一部の波長域の光に対して透過性
を有する。
更に、該第２の材料の屈折率は、１．７以上とする。
そして、該第１の層と該第２の層の層厚（図２（ｇ）におけるｄ１とｄ２）は互いに異な
る。
このように、ｄ１とｄ２とを異ならせることにより、既述の実施形態で説明したように光
路長差を確保することができる。
従って、ワークとモールド間に樹脂を介在させた状態でも、当該箇所（２１０２あるいは
２０２１）を光学的に観察したり検出したりすることができる。
なお、ｄ２の厚さはゼロであってもよい。
あるいは、ｄ１がゼロであり、ｄ２が所定の厚さを有している場合でもよい（即ち、図２
（ｆ）の場合である。）。
【００３６】
　図２（ｇ）に記載のモールドの具体的な作製方法の一例を図７、図８に示している。
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具体的には、実施例４、５において説明する。
また、図２（ｆ）に記載のモールドの具体的な作製方法の一例を図９に示している。
具体的には、実施例６において説明する。
なお、本実施形態に係る発明にも、前記実施形態１で説明した技術事項が、矛盾しない限
り適用される。
【００３７】
　　（第３の実施形態）
　つぎに、本発明の第３の実施形態におけるモールドについて、図１を用いて説明する。
本実施形態におけるモールドは、図１に示すように、インプリントパターン領域１０５０
（なお、凹凸パターンは不図示）とアライメントマーク領域１０２０（なお、マークの詳
細は不図示）とを備えている。
第１の実施形態において説明したように、各領域の位置関係や、アライメントマーク領域
の個数などは特に制限されるものではない。
そして、このアライメントマーク領域を構成する材料として、屈折率が１．７以上の材料
（既述の窒化シリコンやチタン酸化物やアルミニウム酸化物から選択される。）で構成す
る。勿論、当該材料のみでアライメントマーク領域は構成されている必要は無い。
なお、インプリントパターン領域１０５０は、上記した材料と同じ材料でもよいし、石英
などで構成されていてもよい。
斯かる構成にすることにより、例えば、モールド１０００の加工表面と光硬化樹脂とが接
触した場合であっても、屈折率の高い材料をアライメントマーク領域に採用するので、コ
ントラスト高く当該マークを認識することができる。その結果、高い精度でのアライメン
トマークが可能となる。
【００３８】
　また、図１１のように、インプリント領域１０５０における最表面のレベルから突出す
るようにアライメントマーク領域を配置することもできる。２０１０はモールド基板であ
る。同図においては、アライメントマークを構成する部分１０２０が厚さpだけ突出して
いる。
ｐの値は、１ｎｍ以上１μｍ以下の範囲で適宜設定することができる。そして、当該部分
２２０２を屈折率が１．７以上の材料で構成する。
斯かる構成は、以下のように有効である。
インプリント方法においては、図１０（ｄ）の９００２で示されている残膜の厚さを均一
に近づけることが重要である。なぜなら、当該残膜部分は、一般にリアクティブイオンエ
ッチングなどにより除去されるが、残膜の厚さが不揃いでは、最終的にマスクとして使用
する樹脂部分の形状が不揃いになってしまうからである。
【００３９】
　図１１のような構成を採用し、前記部分１０２０と対向して配置される被加工物とを実
質的に接触させることにより、前記残膜の厚さを揃えることができる。なお、実際には、
前記部分と被加工物との間に、非常に薄い樹脂層が残る場合がある。
なお、アライメントマーク領域を構成する部分２２０２の最表面を導電性を持ち、且つ屈
折率が１．７以上の材料（例えば、チタン酸化物）にすることもできる。
斯かる場合、モールド側のアライメントマークに対応するマーク（導電性のある材料を選
択する。）を被加工物であるウエハ側に設けておく。
そして、両方のマークが物理的に接触するか、あるいは、接触に近い状態にすることによ
る電気的な変化を検出することで、両者のアライメント（面内方向のアライメントやそれ
に垂直な方向のギャップ調整）を行うことができる。ここでいう、電気的な変化の検出は
、例えば、モールドとウエハ間に電流が流れる構成で実現される。
【００４０】
　　（第４の実施形態）
　つぎに、本発明の第４の実施形態としてインプリント方法について説明する。本実施形
態に係るインプリント方法は、前述した第１から第３の実施形態のいずれかにおいて記載
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したモールドを使用する。
具体的には、該モールドと、被加工物との間に光硬化性樹脂を介在させ、そして、前記モ
ールドに設けられている前記アライメントマークと、該被加工物に設けられているアライ
メントマークとを互いに検出しながら、両者の位置制御を行うことを特徴とする。
【００４１】
　　（第５の実施形態）
　つぎに、本発明の第５の実施形態としてチップの製造方法について説明する。本実施形
態に係るチップの製造方法は、前述した第１から第３の実施形態のいずれかにおいて記載
したモールドを使用する。
具体的には、当該モールドと、被加工物とを用意し、該被加工物上の光硬化性樹脂に、該
モールドを用いてパターンを形成し、該パターンをマスクとして、該被加工物のエッチン
グを行うのである。より具体的には、パターンと接していない当該被加工物の領域が除去
されることになる。
実際には、被加工物の上部にパターンが形成されていない箇所に凹部が形成されることに
なる。
【００４２】
　以下、具体的に、図１０（ａ）から図１０（ｄ）を用いて、本実施形態に係るインプリ
ント方法（インプリントリソグラフィー）の例を示す。
樹脂を光照射により硬化させる光インプリント方式を示すが、勿論、加熱により樹脂を硬
化させたり、光と熱の両者を併用して硬化させるインプリント方法にも本発明は適用可能
である。
まず、図１０（ａ）にあるように、光硬化樹脂９０３４を表面に有するシリコン基板など
の被加工物９０３３と、モールド９０２０（図１０（ａ）では不図示）とを対向して配置
する。
【００４３】
　次に、図１０（ｂ）に示すように、モールド９０２０と樹脂９０３４とを接触させる。
その際、モールド側を動かしても、被加工物側を動かしても、あるいは両方動かして接触
させてもよい。両者には圧力が加わることになる。これにより、樹脂形状がモールドの凹
凸パターンを反映した形状に変わる。なお、図においては、モールドに何らかのインプリ
ントパターンがあるように描いており、アライメントマークは省略している。
上述した実施形態に記載のモールドを用いれば、同図のようにモールド９０２０と樹脂９
０３４とが接触している場合（接触状態）でも、明瞭にアライメントマークを観察するこ
とができる。
すなわち、当該接触状態においても、モールドと被加工物との高精度なアライメント制御
が可能となる。
【００４４】
　次に、図１０（ｃ）に示すように、モールド９０２０の裏面側からＵＶ光５００１を照
射して、樹脂を硬化させる。
そして、モールド９０２０と樹脂９０３４とを離間させる（図１０（ｄ））。
必要に応じて、モールドあるいは被加工物を相対的に動かして、パターンが転写された領
域の隣りに、再度転写を行う、いわゆるステップアンドリピートを行う。
【００４５】
　図１０（ｄ）に示すように、残膜９００２が存在する場合には、必要に応じて、アッシ
ング（酸素リアクティブエッチング）により当該残膜を除去する。こうして、被加工物（
ワーク）にパターンが転写される。
なお、不図示ではあるが、転写されたパターン（図１０の場合は、樹脂により構成される
。）をマスクとして、その下の基板をエッチングする。基板はシリコン基板自体であたり
、その上に複数の層が積層されている多層膜である。
なお、樹脂の粘性にも依存するが、粘性がきわめて弱い樹脂であれば、モールドが樹脂に
加える圧力を十分に下げて、パターン転写が可能である。
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【００４６】
　つぎに、モールドと被加工物（ワーク）と位置合わせについて説明する。
図３に、上記した図２のいずれかのモールドとワークとの位置合わせを説明する図を示す
。
例えば、図３に示すように、モールド３１０４を用意し、ワーク３２０２上に、光硬化樹
脂３２０３を塗布する。つまり、モールド３１０４とワーク３２０２間には光硬化樹脂３
２０３が充填されているものとする。
また、図３において、３２０５はモールド側に形成された位置合わせ構造（アライメント
マーク）である。表面層２１０２は、図３のようにモールド基板２０１０上に形成されて
いてもよいし、モールド基板の内部に形成されていてもよい。また、３２０６は、ワーク
３２０２側に設けられている位置合わせ構造である。ここでは、表面層２１０２の材料の
屈折率が、１．７よりも大きい屈折率を有する構成とする。
以上の構成のもとで、光硬化樹脂３２０３が硬化しない波長域の光を検出光３２０４とし
て用いてアライメントを行う。
【００４７】
　表面層２１０２と光硬化樹脂３２０３との屈折率が違うので、上記位置合わせ構造３２
０５を観測することができる。
すなわち、表面層２１０２が屈折率１．７よりも大きい屈折率を有する構成にすることで
、表面層２１０２と光硬化樹脂３２０３との屈折率差を確保できる。つまり、上記位置合
わせ構造３２０５を明確に観測することが可能となる。
一方、検出光３２０４は、モールド基板２０１０及び表面層２１０２を通過するため、同
時に上記基板３２０２上の位置合わせ構造３２０６も観測できる。
したがって、本実施の形態における上記構成によれば、モールドとワークを接近させ、モ
ールドとワーク間に光硬化樹脂が充填された状態（モールドとワークとがそれぞれ樹脂に
接触した状態）になっても、精度の高い位置合わせをすることが可能となる。
【００４８】
　紫外光照射による光インプリント技術において正確な位置合わせを行うには、モールド
とワークが接近した状態で実施できることが好ましい。その際、モールドとワーク間には
光硬化樹脂が充填された状態になるため、位置構造が見え難くなるという問題があった。
ところが、以上説明したように本実施形態に係る高屈折率材料で構成される位置合わせ構
造を備えたモールドを用いれば、光硬化樹脂中でも可視光にて、同構造（アライメントマ
ーク）を高いコントラストを確保して検出することができる。これにより精度の高い位置
合わせが可能となる。
【実施例】
【００４９】
　以下に、本発明の実施例について説明する。
［実施例１］
実施例１において、本発明を適用したエッチングによるモールドの製造方法について説明
する。
図４に、本実施例における図２（ａ）に記載のモールドの作製工程の一例を説明する図を
示す。
本実施例におけるモールドの作製は、以下の手順による。
（１）まず、表面層２１０２にマスク層４３０１を形成する（図４（ａ））。
このマスク層４３０１はレジストマスク、あるいは金属材料（例えば、ＣｒやＡｌやＷＳ
ｉ）のハードマスクが考えられる。
（２）つぎに、マスク層４３０１をマスクにして表面層２１０２をエッチングする（図４
（ｂ））。
（３）上記エッチング後に、マスク層４３０１を除去する。
ここで、エッチングを表面層２１０２の途中で止めることにより、図２（ａ）に示すモー
ルド２１０３を形成することができる。
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また、エッチングをモールド基板２０１０と表面層２１０２との境界で止めることにより
、図２（ｂ）に示すモールド２１０４を形成することができる。
さらに、モールド基板２０１０までエッチングを進めることにより、図２（ｃ）に示すモ
ールド２１０５を形成することができる。
また、基板そのものを表面層２１０２の材料で形成することにより、モールド２１０８を
形成することができる。
【００５０】
　　［実施例２］
　実施例２において、本発明を適用したリフトオフ法によるモールドの製造方法について
説明する。
図５に、本実施例における図２（ｂ）に記載のモールドの作成工程の一例を説明する図を
示す。
本実施例におけるモールドの作製は、以下の手順による。
（１）まず、モールド基板２０１０の表面にレジストによるマスク層５４０１を形成する
（図５（ａ））。
（２）つぎに、表面層２１０２の材料を全面に成膜する（図５（ｂ））。
（３）つぎに、マスク層５４０１を除去することによってリフトオフを行い、２１０２の
パターンを形成する（図５（ｃ））。
図５（ｃ）のモールドは、図２（ｂ）に示すモールド２１０４に相当するが、マスク層５
４０１を形成する前に、全面に表面層２１０２の材料を成膜しておけばモールド２１０３
を形成することができる。また、基板の材料として表面層２１０２の材料を用いて、モー
ルド２１０８を形成することができる。
また、リフトオフによって形成された表面層２１０２をマスクとして、２０１０をエッチ
ングすればモールド２１０５となる。ただし、表面層２１０２をマスクとして、モールド
基板２０１０をエッチングする場合は、エッチング選択比を充分に取れる材料の組み合わ
せ、及びエッチング条件を選ぶ必要がある。
【００５１】
　　［実施例３］
　実施例３において、本発明を適用した実パターン領域と位置合わせ構造領域で、段差分
の深さを調整するモールドの製造方法について説明する。
位置合わせ構造を観測するためのコントラストは、基本的に表面層２１０２（第２の材料
により構成される。）に形成された段差に依存する。
したがって、モールド２１０４、２１０５については、コントラストが取れるよう設計さ
れた膜厚の表面層２１０２を成膜すればよい。
一方、モールド２１０３、あるいはモールド２１０８の構造を取る場合、表面層２１０２
に形成された段差が、必ずしもインプリントプロセスに最適な深さであるとは限らない。
その場合、実パターン領域と位置合わせ構造領域で、深さを変える必要が生じる。
【００５２】
　これを実現するプロセスを、図６に示す。
モールド基板中に、位置合わせ構造の領域１０２０と実パターン領域１０５０を定義する
。
本実施例におけるプロセスは、以下のとおりである。
（１）まず、表面層２１０２上に、ハードマスク層６５０３を成膜する（図６（ａ））。
なお、２０１０はモールド基板である。ハードマスク層６５０３の材料としては、例えば
、ＡｌやＣｒやＷＳｉである。
（２）つぎに、レジスト６５０４をパターニングする（図６（ｂ））。
（３）つぎに、ハードマスク層６５０３をエッチングし、引き続き、表面層２１０２をエ
ッチングする。２１０２のエッチングの際、レジスト６５０４は残しておいても良いし、
除去して６５０３をマスクとしてエッチングしても良い。いずれの場合も、最終的にはレ
ジスト６５０４を除去した状態にする（図６（ｃ））。
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（４）つぎに、実パターン領域１０５０を覆うように、レジスト６５０５をパターニング
する（図６（ｄ））。
（５）６５０３をマスクとして、位置合わせ領域１０２０の追加エッチングを行う（図６
（ｅ））。
（６）レジスト６５０５を除去する（図６（ｆ））。
【００５３】
　このプロセスにより、実パターンよりも深い凹部を備えている位置合わせ構造（アライ
メントマーク）を有するモールドを作製することができる。
逆に、位置合わせ構造を実パターンよりも浅くするためには、図６（ｄ）のレジスト６５
０５を、位置合わせ構造を覆うようにパターニングすれば良い。これらにより、実パター
ンと位置合わせ構造を、それぞれ最適な深さに作り分けることができる。
【００５４】
　なお、上記（６）の工程後に、適宜ハードマスク６５０３を除去して、インプリント用
のモールドとすることもできる。
このようにすることで、上記第６の本発明に係るモールドが実現する。
より具体的には、前記アライメントマーク領域１０２０及び前記インプリントパターン領
域１０５０が、共に凹部を含み構成される。この構成のもとで前記アライメントマーク領
域における凹部の深さの方が、前記インプリントパターン領域における凹部の深さよりも
深いモールドが実現する。
また、基板２０１０自体も、モールドとしての強度が十分に確保できるのであれば、上記
（６）の工程後に該基板２０１０を除去したり、あるいは、（１）の工程（図６（ａ））
の時点から、省略してモールドを作製することもできる。
【００５５】
　［実施例４］
　つぎに、実施例４におけるモールドの製造方法について説明する。
図７に、本実施例における図２（ｈ）に記載のモールドの作製方法を示す。
本実施例におけるモールドの作製は、以下の手順による。
（１）モールド基板２０１０の表面に、高屈折率材料による層２０２１を成膜する（図７
（ａ））。
（２）２０２１上にモールド基板２０１０と同じ材質、あるいは屈折率の近い材質による
層２７１０を成膜する（図７（ｂ））。
（３）２７１０上に、２０２１と同じ材質、あるいは屈折率の近い材質による層２１０２
を成膜する（図７（ｃ））。
（４）２１０２の表面にマスク層７３０１を形成する（図７（ｄ））。
（５）７３０１をマスク層にして２１０２をエッチングし（図７（ｅ））、引き続き２７
１０をエッチングする。２７１０のエッチングの際、マスク層７３０１は残しておいても
良いし、除去して２１０２をマスク層としてエッチングしても良い。いずれの場合も、最
終的にはマスク層７３０１を除去した状態にする（図７（ｆ））。
【００５６】
　［実施例５］
　つぎに、実施例５におけるモールドの製造方法について説明する。
図８に、本実施例における図２（g）に記載のモールドの作製方法を示す。
本実施例におけるモールドの作製は、以下の手順による。
（１）モールド基板２０１０の表面に、高屈折率材料による層２０２１を成膜する（図８
（a））。
（２）２０２１の表面にマスク層８３０１を形成する（図８（b））。
（３）８３０１をマスク層にして２０２１をエッチングする（図８（ｃ））。

（４）マスク８３０１を除去後、２０２１上にモールド基板２０１０と同じ材質、あるい
は屈折率の近い材質による層２７１０を成膜する（図８（ｄ　））。
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（５）２７１０上に、２０２１と同じ材質、あるいは屈折率の近い材質による層２１０２
を成膜する（図８（ｅ））。
（６）２１０２の表面にマスク層８３０２を形成する（図８（ｆ））。
（７）８３０２をマスク層にして２１０２をエッチングし（図８（ｇ））、引き続き２７
１０をエッチングする。２７１０のエッチングの際、マスク層８３０２は残しておいても
良いし、除去して２１０２をマスク層としてエッチングしても良い。いずれの場合も、最
終的にはマスク層８３０２を除去した状態にする（図８（ｈ））。
【００５７】
　［実施例６］
　つぎに、実施例６におけるモールドの製造方法について説明する。
図９に、本実施例における図２（ｆ）に記載のモールドの作製方法を示す。
本実施例におけるモールドの作製は、以下の手順による。
（１）モールド基板２０１０の表面に、マスク層９３０１を形成する（図９（ａ））。
（２）９３０１をマスク層にして２０１０をエッチングする（図９（ｂ））。
９３０１と２０１０の間にハードマスク層を設けても良い。
（３）モールド基板２０１０の表面に、高屈折率材料による層２１０２を成膜する（図９
（ｃ））。
（４）２１０２をエッチング、ＣＭＰ等の加工方法により、モールド基板２０１０の表面
と同じ高さまで除去する（図９（ｄ））。
（５）さらに、エッチング等の加工方法により、２１０２をモールド基板２０１０の表面
と、モールド基板２０１０に加工された凹部の底面との間の任意の高さまで除去する。
【符号の説明】
【００５８】
１０００：モールド
１０１０：基板
１０２０：アライメントマーク領域
１０５０：パターン領域
２０１０：基板
２０１１：凸部
２１０２：アライメントマーク
２１０３、２１０４、２１０５、２１０７、２１０８：モールド
２１０６：保護層（被覆材）
２６００：モールドの厚さ方向
２６１０：モールドの面内方向
２９９９：凹部
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